
長瀞町おもてなし力向上支援事業補助金交付要綱

令和３年６月１日

告示第６６号

（趣旨）

第１条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた新しい生活様式定

着の促進を目的に、感染予防や事業継続に向けた新製品・新サービスの開発など、

変革に取り組む中小企業等を支援するため、長瀞町おもてなし力向上支援事業補助

金（以下「補助金」という。）を予算の範囲内において交付することについて、長

瀞町補助金等の交付手続等に関する規則（昭和５９年長瀞町規則第１号）に定める

もののほか、必要な事項を定めるものとする。

（補助対象者）

第２条 補助対象者は、町内に事業所を有する法人又は個人事業主とする。

２ 前項の規定に関わらず、次の各号に該当するものは対象としない。

(1) 町税等に滞納がある者（納税猶予の許可を受けている場合を除く。）

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２

号）第２条第１項第４号、同項第５号及び同条第５項に規定する営業を行ってい

る者

(3) 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、長

瀞町暴力団排除条例（平成２４年長瀞町条例第１０号）第２条第２号に規定する

暴力団員である者。また、暴力団、暴力団員及び暴力団等が、申請事業者の経営

に事実上参画している者

(4) 宗教上の組織又は団体、政治団体

(5) その他町長が不適切と認める者

（補助対象事業）

第３条 補助金交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、別表に

定める安心空間創出事業及び事業構造改革事業のいずれか又は両方のうち、町長が

適当と認めるものとする。ただし、国、地方公共団体、公益法人等から同様の補助

金の交付その他の給付に関わる決定を受けているものは対象にならない。

（対象事業の実施期間）



第４条 補助対象事業の対象期間は、令和２年４月１日以降に発注したもので、令和

３年１２月２８日までに納品及び支払が完了するものとする。

（補助対象経費）

第５条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、第３条に規

定する補助対象事業の実施に係る費用（消費税及び地方消費税の額は含まない。）

で、見積書及び請求書・領収書等の書類（以下「請求書等」という。）により、自

社以外に対して物品、役務等の発注、納品又は支払（以下「発注等」という。）を

行ったことが確認できるものとする。

２ 前項の規定に関わらず、次の各号に該当するものは対象としない。

(1) 安心空間創出事業の場合、補助対象経費の合計が１万円に満たないもの

(2) 事業構造改革事業の場合、補助対象経費が別表に規定する個別事業単位で３０

万円に満たないもの

(3) 補助対象経費の合計が１００万円を超える部分（安心空間創出事業及び事業構

造改革事業を併用する場合を含む。）

(4) 消耗品の購入

(5) 汎用性が高い物品の購入

(6) 販売用の仕入れ

(7) 既存設備の清掃費や更新費用、リース料や保守等のランニングコスト

(8) 新たな生活様式と関連性が薄い物品の購入

(9) 不動産取得費、新築・増築（これらに伴う設備工事）、移転費用

(10) 人件費、会議費、運営費、交際費、光熱水費、切手等の購入

(11) 安全祈願などの宗教関連費用

(12) 公租公課（消費税含む。）

(13) その他町長が不適切と認める費用

（補助金額及び上限額）

第６条 補助金額及び上限額は次に掲げるものとする。ただし、１，０００円未満の

端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(1) 町内に事業所を有する者に対し発注等を行った場合の補助金額は補助対象経

費の４分の３とし、７５万円を限度とする。



(2) 町外に事業所を有する者に対し発注等を行った場合の補助金額は補助対象経

費の２分の１とし、５０万円を限度とする。

（補助金の交付申請）

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、長瀞町お

もてなし力向上支援事業補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添え

て、令和３年１２月２８日までに町長に提出しなければならない。

(1) 長瀞町おもてなし力向上支援事業補助金経費内訳書（様式第２号）

(2) 最新の法人税申告書別表一の写し（法人の場合）

(3) 最新の所得税及び復興特別所得税の確定申告書第一表又は最新の町民税・県民

税申告書の写し（個人事業主の場合）

(4) 町税の滞納額がないことの証明書

２ 補助対象事業をこれから実施するものについては、前項に規定する提出書類に次

に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 経費（税抜）が個別事業単位で５万円以上の物品、工事等の場合は、費用が分

かる見積書の写し

(2) 施工前の写真（改修事業の場合）

３ 補助対象事業をすでに実施済のものについては、第１項に規定する提出書類に次

に掲げる種類を添付しなければならない。

(1) 請求明細書及び領収書等（支払日、支払先、支払内容等が確認できるもの）の

写し

(2) 補助対象事業を実施したことを示す写真

４ 第１項第４号の町税の滞納額がないことの証明書は、町長が公簿によって確認で

きるときは添付を省略させることができる。

５ 補助金の交付申請は１事業所につき１回までとし、補助対象者が町内に複数の事

業所を有する場合は、申請は事業所ごとに行うものとする。

（交付の決定）

第８条 町長は、前条に規定する申請書類が提出された場合は、その内容を審査し、

補助金の交付の可否を決定したときは、長瀞町おもてなし力向上支援事業補助金交

付（不交付）決定通知書（様式第３号）により、申請者に通知するものとする。

（事業計画の変更等）



第９条 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助決定者」という。）が、交付決定

を受けた事業の内容を変更（補助対象経費における１０パーセント以内の減額変更

を除く。）又は中止しようとするときは、長瀞町おもてなし力向上支援事業補助金

事業計画変更（中止）承認申請書（様式第４号）に次に掲げる書類を添付して、町

長に提出しなければならない。ただし、交付決定金額の増額は認めないものとする。

(1) 長瀞町おもてなし力向上支援事業補助金変更後経費内訳書（様式第５号）

(2) 変更後の費用等が分かる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

２ 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更の可否

を決定したときは、長瀞町おもてなし力向上支援事業補助金変更承認（不承認）通

知書（様式第６号）により補助決定者に通知するものとする。

３ 補助決定者が、事業の中止のため申請を取り下げようとするときは、長瀞町おも

てなし力向上支援事業補助金交付申請取下届（様式第７号）を町長に提出しなけれ

ばならない。

（実績報告）

第１０条 補助決定者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに長瀞町おもてな

し力向上支援事業補助金実績報告書（様式第８号）に次に掲げる書類を添付して町

長に提出しなければならない。

(1) 長瀞町おもてなし力向上支援事業補助金経費決算書（様式第９号）

(2) 請求明細書及び領収書等（支払日、支払先、支払内容等が確認できるもの）の

写し（交付決定後に補助対象事業を実施した場合）

(3) 補助対象事業を実施したことを示す写真（交付決定後に補助対象事業を実施し

た場合）

(4) その他町長が特に必要と認める資料

２ 前項の規定による報告書は、補助対象事業の完了の日から３０日以内に提出しな

ければならない。ただし、補助対象事業が交付決定前に実施済みのものについては、

交付決定日後３０日以内に提出しなければならない。

（補助金額の確定）

第１１条 町長は、前条の規定による長瀞町おもてなし力向上支援事業補助金実績報

告書が提出された場合は、その内容を審査し、適正と認められるときは、長瀞町お



もてなし力向上支援事業補助金交付確定通知書（様式第１０号）により補助決定者

に通知するものとする。

（補助金の請求）

第１２条 前条の規定による通知を受けた補助決定者は、補助金の交付を受けようと

するときは、長瀞町おもてなし力向上支援事業補助金請求書（様式第１１号）によ

り町長に請求するものとする。

（補助金の交付）

第１３条 町長は、前条の規定による補助金の交付請求があったときは、審査終了後、

速やかに、補助決定者に補助金を交付するものとする。

（管理）

第１４条 補助決定者は、当該補助金を受けて取得した設備等の管理において、善良

なる管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従いその適正な運用を図

らなければならない。

（補助金交付決定の取消し又は返還）

第１５条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、長

瀞町おもてなし力向上支援事業補助金交付決定取消通知書（様式第１２号）により

補助決定者に通知し、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 予定された補助対象事業を実施しないとき。

(2) 事業の実施方法が不適当であるとき。

(3) 不正の行為により補助金の交付を受けたとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

２ 町長は、前項の規定による取消しをするときは、当該補助金の交付決定の通知を

受けた者に対してその理由を示さなければならない。

３ 町長は、第１項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既

に補助金を交付しているときは、長瀞町おもてなし力向上支援事業補助金返還命令

書（様式第１３号）を交付し、期限を定めてその返還を命ずることができる。

（補則）

第１６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

（施行期日）



１ この告示は、公布の日から施行する。

（この告示の失効）

２ この告示は、令和４年３月３１日限り、その効力を失う。


